
九
・
十
世
紀
の
牛
車
の
種
類
と
そ
の
乗
車
身
分

古

谷

紋

子

は
じ
め
に

本
稿
は
、
六
国
史
、『
西
宮
記
』、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
の
種
類
を
時
系
列
に
配
列
し
直
し
、
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
乗

車
身
分
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

牛
車
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る(1
)。

そ
れ
ら
牛
車
に
関
わ
る
書
物
を
繙
く
と
、
と
く
に
高
い
身
分
の
者
が
乗
車
す
る
唐
車
の
説
明
に
始

ま
り
、
牛
車
の
車
種
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
、
お
お
よ
そ
の
乗
車
身
分
な
ど
細
部
に
わ
た
り
、
た
い
へ
ん
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
い
ず
れ
も
有
職
故
実
的
な
説
明
に
終
始
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
牛
車
が
い
つ
出
現
し
た
か
の
説
明
は
な
い(2
)。

牛
車
は
豊
富
な
車
種
を
持
つ
乗
物

だ
が
、
そ
れ
ら
の
車
種
が
い
つ
か
ら
出
現
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
始
源
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
牛
車
の
記
述
が
み
ら
れ
は
じ

め
る
六
国
史
を
中
心
に
牛
車
に
関
わ
る
記
述
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
つ
ぎ
に
牛
車
の
車
種
を
ま
と
め
て
記
述
す
る
史
料
と
し
て
は
、『
西
宮
記
』

と
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
史
料
に
み
ら
れ
る
牛
車
の
車
種
に
絞
り
、
時
系
列
の
配
列
を
試
み
る
も
の
で

あ
る
が
、
同
時
期
に
み
ら
れ
る
牛
車
の
車
種
と
し
て
唐
車
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
そ
れ
も
考
察
の
対
象
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
牛
車
の
車
種
を
絞
っ
て
時
系
列
に
配
列
す
る
と
い
う
試
み
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
車
種
の
牛
車
を
利
用
す
る
身
分
に
言
及
す

る
こ
と
で
も
あ
る
。
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第
一
章
で
は
、
六
国
史
・『
西
宮
記
』・『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
を
抽
出
し
、
そ
の
牛
車
に
乗
る
身
分
を
検
討
す
る
。
つ
ぎ
に

第
二
章
は
、
前
章
で
抽
出
し
た
牛
車
の
出
現
期
と
乗
車
身
分
を
検
討
し
、
九
・
十
世
紀
の
牛
車
の
種
類
と
乗
車
身
分
を
考
え
る
。

な
お
、
六
国
史
・『
日
本
紀
略
』『
延
喜
式
』・『
新
抄
格
勅
符
抄
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、『
西
宮
記
』
は
故
実
叢
書
、『
吏
部
王
記
』
は
史

料
纂
集
、『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』
は
大
日
本
古
記
録
、『
枕
草
子
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
栄
花
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
に
拠
っ
た
。
ま
た
『
延
喜
式
』
の
条
文
番
号
及
び
条
文
名
は
、
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料

延
喜
式

上
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

の
条
文
番
号
・
条
文
名
一
覧
に
よ
る
。

一
、
六
国
史
・『
西
宮
記
』・『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車

１
，
六
国
史
に
み
ら
れ
る
牛
車

①
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
八
月
癸
巳
（
八
日
）
条

流
二
僧
良
勝
於
多
褹
嶋
一、
以
二
与
レ
女
同・

車・
一
也
、

②
『
日
本
後
紀
』
の
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
十
月
壬
戌
（
二
十
五
日
）
条

勅
、（
中
略
）
内
親
王
・
孫
王
及
女
御
已
上
、
四
位
已
上
内
命
婦
、
四
位
参
議
已
上
嫡
妻
子
、
大
臣
孫
、
並
聴
レ
乗
二
金・

銀・

装・

車・
一、
自
余
一

切
禁
断
、

③
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
十
月
丁
丑
（
十
七
日
）
条

文
章
博
士
従
三
位
菅
原
朝
臣
清
公
薨
、（
中
略
）
六
年

（
承
和
）

正
月
叙
二
従
三
位
一、
老
病
羸
弱
、
行
歩
多
レ
艱
、
勅
聴
下
乗
二
牛・

車・
一
到
中
南
大
庭
梨

樹
底
上、
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④
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
二
月
十
八
日
条

皇
太
后

（
藤
原
順
子
）

臨
二
御
太
政
大

（
藤
原
良
房
）

臣
東
京
染
殿
第
一、（
中
略
）
夜
分
之
後
、
還
二
御
本
宮
一、
太
后
可
レ
御
二
鳳
輦
一、
而
今
日
用
二
牛・

車・
一、

⑤
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
二
月
二
十
五
日
条

皇
太
后
向
二
大
原
野
神
社
一
奉
レ
幣
、
御
二
牛・

車・
一、
以
二
藤
原
氏
六
位
已
下
一
為
二
御
車
従
者
一、

⑥
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
九
月
九
日
条

神
祇
伯
従
四
位
下
兼
行
美
濃
権
守
藤
原
朝
臣
良
近
卒
、（
中
略
）
良
近
為
レ
人
強
力
、
嘗
酣
酔
乗
レ
車
而
行
、
戯
謂
二
同・

車・

者
一
曰
、
吾
欲

レ
令
下
二
此
牛
不
上
レ
行
、
乃
以
レ
手
據
二
車
床
一、
閉
気
堅
坐
不
レ
動
、
牛
張
二
四
足
一、
立
而
不
レ
前
、
其
膂
力
過
レ
人
如
レ
此
、

⑦
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
十
月
二
十
四
日
条

寅
時
、
太
上
天
皇
駕
二
牛・

車・
一、
幸
二
大
和
国
一、
勅
遣
二
参
議
従
三
位
行
左
衛
門
督
兼
美
濃
守
源
朝
臣
能
有
一、
率
二
六
府
将
曹
・
志
・
府
生

府
別
各
一
人
、
近
衛
・
兵
衞
・
門
部
各
十
人
、
奉
レ
衛
二
太
上
天
皇
一、
太
上
天
皇
勅
還
二
参
議
源
朝
臣
能
有
及
六
府
官
人
以
下
一、
但
参
議
従

三
位
行
治
部
ᷭ
兼
備
中
守
在
原
朝
臣
行
平
、
参
議
右
大
弁
従
四
位
上
兼
行
肥
後
権
守
藤
原
朝
臣
山
蔭
奉
レ
従
之
、

⑧
『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
八
月
七
日
条

散
位
従
四
位
上
文
室
朝
臣
巻
雄
卒
、（
中
略
）
巻
雄
身
體
軽
捷
、
甚
有
二
意
気
一、
嘗
戯
騰
躍
、
脚
踏
二
駕
レ
車・

牛
額
一、
超
越
立
二
於
車
後
一、

以
上
が
六
国
史
に
み
ら
れ
る
牛
車
で
あ
り
、
そ
れ
は
①
同
車
、
②
金
銀
装
車
、
③
牛
車
、
④
牛
車
、
⑤
牛
車
、
⑥
同
車
、
⑦
同
車
、
⑧
車
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
③
牛
車
は
輦
車
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る(3
)。

な
お
輦
車
は
内
裏
の
な
か
で
利
用
さ
れ
る
車
の
こ
と
で
、
前
後
に
轅
が
あ

り
、
人
が
牽
引
す
る
も
の
で
あ
り
、
牛
車
か
ら
は
外
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
六
国
史
の
史
料
上
の
表
記
は
「
同
車
」「
金
銀
装
車
」「
牛
車
」

「
車
」
だ
が
、
い
ず
れ
も
牛
車
と
判
断
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
①
か
ら
⑧
の
う
ち
、
車
種
が
わ
か
る
の
は
②
金
銀
装
車
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六

国
史
に
お
い
て
牛
車
は
、
牛
車
と
金
銀
装
車
と
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
六
国
史
に
み
ら
れ
る
牛
車
は
①
牛
車
、
②
金
銀
装
車
で
あ
る
。
乗
車
の
身
分
は
、
①
牛
車
は
僧
（
①
）
皇
太
后
（
④
⑤
）、
神
祇
伯
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で
従
四
位
下
の
律
令
官
人
（
⑥
）、
太
上
天
皇
（
⑦
）
な
ど
で
あ
り
、
②
金
銀
装
車
は
内
親
王
・
孫
王
、
女
御
以
上
な
ど
の
女
性
と
子
ど
も
で

あ
る
。

２
，『
西
宮
記
』
に
み
ら
れ
る
牛
車

『
西
宮
記
』（
巻
十
七
、
車
）

輦

太
子
、
老
親
王
、
大
臣
、
僧
正
等
、
依
二
宣
旨
一
乗
レ
之
、
女
官
見
二
弾
正
式
一
也
、

糸
毛

式
部
ᷭ
依
二
一
分
召
一
参
レ
省
、
乗
二
庇
指
糸

〔
差
〕

毛
車
一、

檳
榔
毛

太
上
皇
已
下
四
位
以
上
通
用
、
非
参
議
不
レ
立
レ
榻
、
近
代
無
二
乗

用
之
人
一、

板
車

上
下
通
用
之
、
近
代
無
二
乗

用
之
人
一、

筵
車
及
種
々
車
、
任
レ
意
乗
レ
之
、

『
西
宮
記
』
に
み
ら
れ
る
車
は
、
輦
、
糸
毛
、
檳
榔
毛
、
板
車
、
筵
車
で
あ
る
。
輦
は
輦
車
の
こ
と
で
、
皇
太
子
・
老
親
王
・
大
臣
・
僧
正

が
宣
旨
を
蒙
っ
て
乗
る
と
あ
る
。
宣
旨
は
輦
車
宣
旨
で
、
原
則
は
徒
歩
の
内
裏
の
出
入
り
に
つ
い
て
、
輦
車
の
許
可
を
受
け
る
も
の
で
あ
る(4
)。

糸
毛
は
糸
毛
車
の
こ
と
で
、
式
部
ᷭ
が
一
分
召
の
時
に
式
部
省
に
参
上
す
る
際
「
庇
指
糸

〔
差
〕

毛
車
」
に
乗
る
。
檳
榔
毛
は
檳
榔
毛
車
の
こ
と
で
、

太
上
天
皇
以
下
、
四
位
以
上
の
官
人
に
通
用
し
、
非
参
議
は
榻
を
立
て
な
い
と
あ
る
。
榻
は
乗
降
に
利
用
す
る
台
を
指
し
て
い
る
。
檳
榔
毛
車

は
、
近
代
に
は
乗
用
の
人
が
い
な
い
と
あ
る
。
板
車
は
上
下
の
区
別
な
く
用
い
、
こ
れ
も
近
代
に
は
乗
用
の
人
が
い
な
い
と
あ
る
。
筵
車
お
よ

び
種
々
車
は
、
意
に
任
せ
て
乗
り
、
と
く
に
用
途
を
限
定
す
る
車
で
は
な
い
と
あ
る
。

以
上
が
『
西
宮
記
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
で
あ
る
、
そ
の
う
ち
輦
は
、
お
も
に
内
裏
に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
牛
を
懸
け
て
利
用
す
る

も
の
で
は
な
い
の
で
、
や
は
り
牛
車
の
概
念
か
ら
は
ず
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
す
る
と
、『
西
宮
記
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
と
そ
の
牛
車
に
乗
る
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こ
と
が
で
き
る
身
分
は
、
①
糸
毛
車
（
式
部
ᷭ
）、
②
檳
榔
毛
車
（
太
上
天
皇
以
下
四
位
以
上
）、
③
板
車
（
上
下
通
用
）、
④
筵
車
お
よ
び

種
々
車
（
任
意
）
で
あ
る
。
太
上
天
皇
と
四
位
以
上
が
牛
車
（
檳
榔
毛
車
）
に
乗
る
点
は
、
六
国
史
の
時
期
と
比
較
し
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、

特
定
の
官
職
と
し
て
式
部
ᷭ
が
乗
る
牛
車
（
糸
毛
車
）
が
あ
る
点
は
、
そ
れ
以
前
の
時
期
と
は
異
な
る
。
当
該
期
の
式
部
ᷭ
は
親
王
が
補
任
さ

れ
て
お
り(5
)、

①
糸
毛
車
は
親
王
使
用
の
牛
車
と
す
る
位
置
づ
け
も
可
能
で
あ
る
。

３
，『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車

『
新
抄
格
勅
符
抄
』（
神
事
諸
家
封
戸
（
雑
事
））

太
政
官
符

検
非
違
使

雑
事
五
箇
条

（
中
略
）

一
応
レ
禁
二
制
車
華
美
一
事

右
、
同
前
奏
状
稱
、
長
保
二
年
六
月
五
日
宣
旨
云
、
車
只
禁
二
制
華
美
一、
牛
亦
返
二
給
本
人
一
者
、
華
美
之
体
、
倹
約
之
法
、
不
レ
別
二
位

階
一、
無
レ
有
二
異
同
一、
其
器
物
之
類
、
随
レ
人
不
レ
同
、
須
下
依
二
品
秩
一
以
異
中
形
製
上、
四
位
網・

代・

、
五
位
席・

張・

、
六
位
板・

車・

、
床
不
レ
可

レ
塗
レ
内
、
輪
只
塗
二
掃
墨
一、
凡
厥
塗
レ
漆
、
不
レ
得
二
照
耀
一、
又
造
二
高
大
一、
一
切
禁
断
、
然
則
華
美
自
断
、
倹
約
可
レ
存
者
、
同
宣
、
奉

レ
勅
、
依
二
先
宣
旨
一、
只
禁
二
制
華
美
照
耀
一、
但
至
二
于
轆
轤
轂
一、
公
ᷭ
及
小
納

〔
少
〕

言
、
弁
、
六
衛
府
次
将
、
殿
上
侍
臣
用
レ
之
、
自
余
一
切

禁
断
者
、

（
中
略
）

以
前
条
事
、
所
レ
仰
如
レ
件
、
使
宜
二
承
知
、
依
レ
宣
行
一
レ
之
、
符
到
奉
行
、
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参
議
従
三
位
行
左
大
弁
兼
勘
解
由
長
官
藤
原
朝
臣
忠
輔

従
五
位
下
行
左
大
史
小
槻
宿
祢
奉
親

長
保
三
年
閏
十
二
月
八
日

こ
の
太
政
官
符
は
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
検
非
違
使
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
雑
事
五
箇
条
の
う
ち
の
一
条
で
あ
る
。

車
の
華
美
を
禁
制
す
る
内
容
を
持
つ
の
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
六
月
五
日
宣
旨
は
、
車
の
華
美
を
禁
制
し
た
際
、
牛
は

本
人
に
返
す
と
し
て
位
階
ご
と
の
車
種
の
異
同
を
明
記
し
な
か
っ
た
。
そ
の
点
を
改
め
た
こ
の
太
政
官
符
は
、
器
物
は
品
秩
に
よ
り
異
な
る
も

の
と
し
て
、
ま
ず
位
階
と
牛
車
の
車
種
を
関
連
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
床
の
内
側
の
塗
を
禁
じ
、
車
輪
は
掃
墨
の
み
で
漆
を
塗
ら
ず

に
照
耀
し
な
い
こ
と
、
牛
車
を
高
大
に
造
る
こ
と
を
禁
断
し
て
い
る
。
轆
轤
の
轂
は
公
ᷭ
・
少
納
言
・
弁
、
六
衛
府
の
次
将
、
殿
上
の
侍
臣
に

限
定
し
使
用
可
と
し
て
い
る
。

『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
と
そ
れ
に
乗
る
身
分
は
、
①
網
代
（
四
位
）、
②
席
（
筵
）
張
（
五
位
）、
③
板
車
（
六
位
）
で
あ
り
、

牛
車
の
車
種
と
位
階
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
牛
車
の
乗
車
は
、
本
章
第
一
節
②
に
よ
っ
て
、
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
初
め
て
、
お
も
に
女
性

に
許
可
さ
れ
た
。
許
可
の
な
い
男
性
官
人
も
牛
車
に
乗
車
す
る
こ
と
に
な
り
、
宇
多
天
皇
は
牛
車
政
策
を
採
っ
た
。
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に

牛
車
の
禁
制
、
翌
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
に
男
性
の
乗
車
を
許
可
す
る
こ
と
で
、
貴
族
官
人
は
牛
車
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た(6
)。

こ
の
長
保
三
年

（
一
〇
〇
一
）
の
太
政
官
符
は
、
位
階
を
有
す
る
貴
族
官
人
と
牛
車
の
車
種
を
関
連
づ
け
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

六
国
史
に
み
ら
れ
る
牛
車
…
…
…
…
…
…
①
牛
車
、
②
金
銀
装
車

『
西
宮
記
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
…
…
…
…
①
糸
毛
、
②
檳
榔
毛
、
③
板
車
、
④
筵
車
お
よ
び
種
々
車

『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
…
①
網
代
、
②
席
（
筵
）
張
、
③
板
車

以
上
、
六
国
史
の
時
期
で
は
①
牛
車
と
②
金
銀
装
車
、『
西
宮
記
』
の
時
期
で
は
①
糸
毛
、
②
檳
榔
毛
、
③
板
車
、
④
筵
車
お
よ
び
種
々
車
、

『
新
抄
格
勅
符
抄
』
の
時
期
で
は
①
網
代
、
②
席
（
筵
）
張
、
③
板
車
な
ど
の
牛
車
の
車
種
の
存
在
が
わ
か
っ
た
。
六
国
史
・『
西
宮
記
』・

『
新
抄
格
勅
符
抄
』
の
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
か
ら
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
ま
で
の
間
に
み
ら
れ
る
牛
車
は
、
①
金
銀
装
車
、
②
糸
毛
車
、

駒沢史学93号（2019) 22



③
檳
榔
毛
車
、
④
板
車
、
⑤
筵
車
、
⑥
網
代
車
で
あ
る
。

二
、
牛
車
の
種
類

前
節
で
は
、
六
国
史
・『
西
宮
記
』・『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
の
種
類
を
導
き
出
し
た
。
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
か
ら
長
保
三

年
（
一
〇
〇
一
）
ま
で
の
間
に
車
種
が
判
明
す
る
牛
車
は
、
１
，
金
銀
装
車
、
２
，
糸
毛
車
、
３
，
檳
榔
毛
車
、
４
，
板
車
、
５
，
筵
車
、

６
，
網
代
車
の
六
種
類
で
あ
る
。
ま
た
前
節
で
検
討
し
た
史
料
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
唐
車
」
と
い
う
牛
車
も
存
在
す
る
の
で
、
７
，

唐
車
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。
以
下
、
順
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

１
，
金
銀
装
車

①
『
延
喜
式
』（
巻
四
十
一
、
弾
正
台
）
91
金
銀
装
車
屋
形
条

凡
内
親
王
、
孫
王
、
女
御
、
及
内
命
婦
、
幷
参
議
以
上
、
非
参
議
三
位
嫡
妻
女
子
、
大
臣
孫
、
並
聴
レ
乗
下
用・
二
金・

銀・
一
装・

車・

屋・

形・
上、

①
は
、
内
親
王
・
孫
王
・
女
御
・
内
命
婦
・
参
議
以
上
と
非
参
議
三
位
の
嫡
妻
女
子
・
大
臣
の
孫
な
ど
に
金
銀
装
の
屋
形
の
牛
車
に
乗
用
す

る
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
。

②
『
延
喜
式
』（
巻
四
十
一
、
弾
正
台
）
99
裁
絹
絁
条

凡
裁
二
絹
絁
一
為
二
獵
衣
袴
一、
縫
二
白
絹
縑
一
著
二
従
女
衣
裳
一、
以・
レ
糸・

葺・
レ
車・

、
及
用・
二
金・

銀・

飾・

等・
一、
悉
皆
禁
断
、
但
金
泥
釘

非
二
制
限
一、

②
は
、
絹
・
絁
で
狩
衣
・
袴
を
作
る
こ
と
や
白
絹
・
縑
で
従
女
の
衣
裳
を
縫
う
こ
と
の
禁
制
の
ほ
か
、「
以
レ
糸
葺
レ
車
」
は
糸
毛
車
、「
用
二

金
銀
飾
等
一（
車
）」
は
金
銀
装
車
の
こ
と
で
、
糸
毛
車
と
金
銀
装
車
を
禁
制
し
た
も
の
で
あ
る
。

古谷紋子 九・十世紀の牛車の種類とその乗車身分23



③
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成

６

西
宮
記

六

大
永
本
第
四
～
第
九(7
)』（

九
七
頁
）

一

太
上
皇
御
行
供
奉
人
装
束

随
レ
時
無
レ
定

上
皇

（
宇
多
）

乗
二
御
車
一
檳
榔
前
朱
雀
院
初
出
二

大
内
一
之
時
乗
二
金・
飾・
檳・
榔・
一

③
は
、
宇
多
上
皇
の
初
め
て
の
御
幸
が
行
な
わ
れ
た
記
事
で
、
そ
の
車
は
金
飾
檳
榔
で
あ
る
。
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
八
月
に
比
定
さ
れ

る
。

④
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
四
月
二
十
八
日
条

今
上
即

（
村
上
天
皇
）

位
、
寅
刻
左
褰
帳
麗
子
女
王
参
二
八
省
院
一、
乗
二
庇・

差・

車・
一、
従
車
八
両
、
檳・
榔・
毛・
六
両
、
其
一
両

金・
飾・
、
板・
車・
二
両
、

④
は
、
村
上
天
皇
即
位
の
た
め
、
褰
帳
の
麗
子
女
王
が
庇
差
車
に
乗
り
、
八
省
院
に
参
上
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
従
車
八
両
の
内
訳
は
、

檳
榔
毛
六
両
（
う
ち
一
両
は
金
飾
）
と
板
車
二
両
と
あ
る
。

⑤
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
十
月
二
十
八
日
条

与
二
前
斎
王

（
微
子
女
王
）

一
立
二
車
二
条
路
一
見
物
、
庇・
差・
・
金・
作・
各
一
両
、
檳・

榔・
毛・
五
両
、
板・
車・
二
両
、

（
中
略
）
女
御
藤
原
安
子
朝
臣
車
、
前
駆
六
位
十
人
乗
二
白
馬
一
、
五
位
十
人
上
赤
馬
、

車
副
十
四
人
・
車
従
十
二
人
・
取
物
十
人
二
人
翳
・
二
人
笠
・
二
人
捧
壺
・
二

人
小
行
障
・
一
人
沓
筥
・
一
人
榻
、

・
走
孺
十
人
、
車
副
已
下

皆
服
二
麹
塵
一、

次
伊
予
守
師
氏

（
藤
原
）

朝
臣
出
車
、
先
駆
六
位
八
人
・
走
孺

八
人
・
赤
煮

唐
衣
、

・
車
副
手
振
十
人
・
取
物
八
人
、
无
二
行
障
一、
同

服
二
麹
塵
一、

次
右
大
弁
源
等
朝
臣
車
、
前
駆
六
位
十
人
・
走
孺
同
上
、・
車
副
等
、
著
褐
、
已
上
女

御
近
親
及
家
別
当
所
レ
出
也
、
次
糸・

毛・

无・

庇・

車・

二
両
、
檳・

榔・

金・

飾・

二
両
、
同
黒・

作・

七
両
、
無
二
前

駆
一、

未
刻
従
車
従
畢
、
朱
雀
大
上

〔
太
〕

皇
従
二
見
物
御

幕
一
還
レ
院
、
童
子
九
人
、
服
二

白
橡
一、

不
レ
結
レ
髪
、

六
位
・
五
位
各
五
人
、
四
位
四
人
、
導
駕
二
御
黒・

作・

檳・

榔・

毛・

車・
一、
六
位
二
人
在
二
御
後
一、
皆
乗
二
御
厩
馬

一、
⑤
は
、
前
斎
王
微
子
女
王
と
中
務
ᷭ
重
明
親
王
が
、
二
条
大
路
に
車
を
立
て
て
御
禊
の
見
物
を
し
た
記
事
で
あ
る
。
そ
の
車
は
庇
差
一
両
・

金
作
一
両
、
檳
榔
毛
五
両
、
板
車
二
両
で
あ
っ
た
。
前
斎
王
は
庇
差
車
、
三
品
中
務
ᷭ
は
金
作
車
に
乗
車
し
、
檳
榔
毛
車
五
両
と
板
車
二
両
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
従
者
が
乗
車
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
御
禊
は
天
皇
が
禊
を
行
な
う
儀
式
で
、
村
上
天
皇
は
こ
の
と
き
、
鴨
川
に
行
幸
し
て
い

る
。
こ
の
御
禊
に
扈
従
し
た
女
御
藤
原
安
子
の
車
、
伊
予
守
藤
原
師
氏
の
出
車
、
右
大
弁
源
等
の
車
は
、
女
御
藤
原
安
子
の
近
親
者
や
家
の
別
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当
が
出
車
し(8
)、

従
車
と
し
て
従
っ
た
牛
車
は
糸
毛
無
庇
車
二
両
、
檳
榔
金
飾
二
両
、
檳
榔
黒
作
七
両
で
あ
る
。
村
上
天
皇
の
御
禊
の
様
子
は
、

幕
内
か
ら
朱
雀
上
皇
も
見
物
し
て
お
り
、
上
皇
は
黒
作
檳
榔
毛
車
に
乗
車
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

①
か
ら
⑥
の
史
料
の
う
ち
、
牛
車
の
記
述
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
用
二
金
銀
一
装
車
屋
形

②
以
レ
糸
葺
レ
車

用
二
金
銀
飾
等
一
（
車
）

③
金
飾
檳
榔
（
毛
車
）

④
庇
差
車

檳
榔
毛
（
車
）
六
両
、
う
ち
一
両
金
飾

板
車
二
両

⑤
庇
差
（
車
）

金
作
（
車
）

檳
榔
毛
（
車
）
五
両

板
車
二
両

糸
毛
無
庇
車
二
両

檳
榔
金
飾
（
車
）
二
両

檳
榔
黒
作
（
車
）
七
両

黒
作
檳
榔
毛
車

こ
の
う
ち
、「
金
銀
装
車
」
に
関
連
し
た
牛
車
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
①
金
銀
装
車
、
②
金
銀
飾
等
、
③
金
飾
檳
榔
毛
車
、
④
檳
榔
毛
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車
の
う
ち
一
両
は
金
飾
、
⑤
金
作
車
と
檳
榔
金
飾
車
が
あ
り
、
金
作
車
に
は
中
務
ᷭ
重
明
親
王
が
乗
車
し
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
村
上
天
皇
御

禊
の
従
車
に
檳
榔
金
飾
が
あ
る
。

①
金
銀
装
車
②
金
銀
飾
等
③
金
飾
檳
榔
④
金
飾
、
⑤
金
作
（
車
）・
檳
榔
金
飾
と
あ
り
、「
金
銀
装
車
」
と
は
、
金
飾
檳
榔
、
金
飾
、
金
作

（
車
）
な
ど
と
表
記
す
る
こ
と
か
ら
、
金
飾
の
金
具
を
施
し
た
檳
榔
毛
車
が
「
金
銀
装
車
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

乗
車
身
分
は
、
①
で
は
内
親
王
・
孫
王
・
女
御
・
内
命
婦
・
参
議
以
上
と
非
参
議
三
位
の
嫡
妻
子
・
大
臣
の
孫
な
ど
を
対
象
と
し
て
い
る
。

③
宇
多
上
皇
が
乗
車
し
、
⑤
金
銀
装
車
と
考
え
ら
れ
る
金
作
車
に
は
、
中
務
ᷭ
重
明
親
王
が
乗
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
金
銀
装
車
は
、
①
の
内
親

王
・
孫
王
・
女
御
・
内
命
婦
・
参
議
以
上
と
非
参
議
三
位
の
嫡
妻
子
・
大
臣
の
孫
を
含
め
て
、
太
上
天
皇
や
親
王
な
ど
も
乗
車
し
た(9
)。

以
上
、
金
銀
装
車
は
、
檳
榔
毛
車
に
金
飾
の
金
具
を
施
し
た
牛
車
で
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
内
親
王
・
孫
王
・
女
御
以
上
に
乗
車
を
許

可
し
、
そ
の
ほ
か
上
皇
や
親
王
も
乗
る
こ
と
が
で
き
る
牛
車
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
，
糸
毛
車

①
『
延
喜
式
』（
巻
四
十
一
、
弾
正
台
）
92
糸
葺
庇
車

凡
内
親
王
、
三
位
已
上
内
命
婦
、
及
更
衣
已
上
、
並
聴
下
乗
二
糸・

葺・

有・
レ
庇・

之・

車・
一、
幷
著
中
緋
牛
鞦
上、

①
は
内
親
王
・
三
位
以
上
の
内
命
婦
・
更
衣
以
上
に
対
し
て
、
糸
を
葺
い
て
庇
の
あ
る
車
の
乗
車
許
可
の
条
文
で
あ
る
。

②
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
②
『
延
喜
式
』（
巻
四
十
一
、
弾
正
台
）
99
裁
絹
絁
条

「
以・
レ
糸・

葺・
レ
車・

、
及
用
二
金・

銀・

飾・

等
一、
悉
皆
禁
断
」

③
『
吏
部
王
記
』
承
平
二
年
（
九
三
二
）
十
月
二
十
五
日
条

天
子
与

（
朱
雀
天
皇
）

二
皇
太
后

（
藤
原
穏
子
）

一
同
輿
、
臨
二
幸
鴨
河
一
修
レ
禊
、（
中
略
）
次
左
大
臣

（
藤
原
忠
平
）

出
車
、
御
匣
殿

（
藤
原
貴
子
）

別
当
命
婦
乗
レ
之
、
陪
二
皇
太
后
一

也
云
々
、

前
駆
六
位
十
人
・
五
位
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十
人
、
著
二
泥
障
一、
他

亦
如
レ
之
、

車
副
十
四
人
、
十
人

親
レ
車
、

著
麹
塵
袍
・
躑
躅
汗
衫
・
布
帯
・
脛
巾
・
紫
末
深
袴
、〔車

〕
東
従
・
取
物

亦
如
レ
之
、

下
仕
十
人
、
服
二
麹
塵
・
蒲
陶
重
唐

衣
一、
摺
裳
、
納
屐
子
、
諸
衛
舎
人
各
一
人
扶
レ
之
、
次
樋
童
女
一
人
、
服
二
青
煮
襖
子
一、
納
履
・
車
従
十
二
人
・
取
物
八
人
、
次
左
大
将

（
藤
原
仲
平
）

出
車
、
先
駆
六
位
二
十
人
・
下
仕
十
人
、
同上

、

・
車
副
十
四
人
・
車
従
十
人
・
取
物
八
人
、
服
二
褐
衣
一
・
柳
衣
汗
衫
・
紫
綺
文
摺
袴
、
次

右
大
将

（
藤
原
保
忠
）

出
車
、
先
駆
六
位
十
六
人
・
五
位
四
人
、
在
レ
道
左
者
乗
二
駿
馬
一、

在
レ
右
者
乗
二
白
馬
一、

下
仕
・
車
副
・
車
従
皆
同
第
一
車
、
唯
車
従
等
服
物
色
汗
衫
、
次
民
部
卿

伊
望

（
平
）

朝
臣
、
褐
衣
車
副
・
車
従
・
取
物
、
其
下
仕
服
二
赤
煮
桜
重
衣
一、
次
皇
太
后
宮
内
侍
車
、
下
仕
同
上
、
車
副
・
車
従
・
取
物
、
服
二

紫
褐
衣
一、
已
上
五
車
皆
紫・

毛・

金・

飾・

、
有・
レ
庇・

、
次
五
車
之
従
車
十
余
乗
、
左
大
臣
家
有
二
檳・
榔・
車・

六
両
一、
其
一
金・
飾・
、

③
は
朱
雀
天
皇
が
皇
太
后
藤
原
穏
子
と
と
も
に
同
輿
し
て
御
禊
に
臨
ん
だ
と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
そ
の
際
、
左
大
臣
藤
原
忠
平
以
下
が
出
車

し
た
牛
車
は
紫
毛
金
飾
、
庇
の
あ
る
牛
車
で
、
そ
の
従
車
は
檳
榔
毛
車
六
両
、
そ
の
う
ち
一
両
は
金
飾
と
あ
る
。

④
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
④
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
四
月
二
十
八
日
条
「
乗
二
庇・

差・

車・
一
」

⑤
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
⑤
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
十
月
二
十
八
日
条

「
庇・

差・

・
金・

作・

各
一
両
、
檳・

榔・

毛・

五
両
、
板・

車・

二
両
、」「
糸・

毛・

无・

庇・

車・

二
両
」

⑥
『
西
宮
記
』（
巻
八
、
裏
書
）

天
暦
四
十
二
十
一
、
皇
太
子

（
憲
平
親
王
）

入
二
桂
芳
坊
一、
左
兵
衛
・
左
近
、
啓
陣
前
引
啓
二
内
舎
人
陣
頭
侍
従
一、
次
之
坊
亮
・
大
夫
相
分
、
前
駆
主
馬

署
、
儲
二
馬
二
疋
一、
又
引
二
御
前
一、
太
子
与
レ
母
御
レ
乗
二
牛
車
一、
庇・
差・

糸・
毛・
、

車
副
朝
服
着
二
深
履
一、
如
二
中
宮
例
一、
大
・
少
進
・
侍
者
、
宮
殿
上
人

従
二
車
後
一
云
々
、

⑥
は
、
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
十
月
二
十
一
日
、
憲
平
親
王
が
初
め
て
桂
芳
坊
に
入
っ
た
記
事
で
あ
る
。
そ
の
際
、
母
藤
原
安
子
と
と
も
に

庇
差
の
糸
毛
車
に
同
車
し
た
。
な
お
、
憲
平
親
王
の
母
藤
原
安
子
は
薨
去
の
際
、「
か
く
て
の
み
や
は
お
は
し
ま
さ
ん
と
て
、（
中
略
）
内う

ち

々う
ち

に

奉た
て
ま
つり

つ
る
糸い

と・

毛げ・

の・

御・

車く
る
ま
・

に
ぞ
奉
る(9
)」

と
あ
り
、
葬
送
に
糸
毛
車
が
使
用
さ
れ
て
い
る(10
)。

⑦
『
日
本
紀
略
』
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
十
月
四
日
条
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太
皇
太
后
宮

(昌
子
内
親
王
)

自
二
資
子
内
親
王
家
一
自
二
東
洞
院
大
路
一
西
辺
、

三
条
坊
門
北
辺
也
、

遷
二
御
本
宮
一、
三
条
坊
門
南
、

高
倉
東
、

其
間
一
町
也
、
以
レ
侍
為
二
車
副
一、
御
二
糸・

毛・

御・

車・
一、
諸
司
諸
衛
供

奉
如
レ
恒
、
有
二
饗
禄
事
一、

⑦
は
、
太
皇
太
后
宮
昌
子
内
親
王
が
資
子
内
親
王
家
よ
り
遷
御
の
際
、
糸
毛
御
車
に
乗
っ
た
と
あ
る
。

⑧
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
三
月
八
日
条

今
日
中
宮
参

（
藤
原
彰
子
）

二
給
大
原
野
社
一、（
中
略
）
乗
二
御
輿
一
後
騎
馬
女
十
四
人
、
其
次
有
二
糸・

毛・

御・

車・
一、
其
次
尚
侍
乗

（
藤
原
妍
子
）

二
糸・

毛・

車・
一、
宮
金・

造・

車・

一

両
、
尚
侍
金・

造・

車・

一
両
、
次
檳・

榔・

毛・

三
十
両
、
尚
侍
部
車

〔
蔀
〕

十
両
、
又
編・

代・

車・

二
両
、
午
剋
許
着
二
給
社
頭
一、
左
府
着

(藤
原
道
長
)

二
赤
白
橡
表
衣
・
打

桜
下
襲
一、
乗
二
唐・

車・
一、

⑧
は
、
中
宮
藤
原
彰
子
が
大
原
野
神
社
に
行
啓
し
た
記
事
で
、
そ
の
車
列
は
御
輿
―
糸
毛
車
二
両
―
金
造
車
二
両
―
檳
榔
毛
車
三
十
両
―
蔀

車
十
両
―
編
代
車
二
両
で
あ
っ
た
。
左
大
臣
藤
原
道
長
も
唐
車
で
同
道
し
て
い
る
。

①
は
糸
を
葺
き
、
庇
の
あ
る
車
の
こ
と
で
、
糸
毛
庇
差
車
、
②
糸
毛
車
、
金
銀
飾
、
③
紫
毛
、
金
飾
、
庇
有
り
、
④
庇
差
車
、
⑤
庇
差
・
糸

毛
无
庇
車
、
⑥
庇
差
糸
毛
な
ど
と
あ
る
。
糸
毛
車
は
庇
の
有
無
を
特
徴
と
し
、
庇
差
車
は
糸
毛
車
で
庇
を
有
す
る
牛
車
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

②
糸
毛
車
、
金
銀
飾
、
③
紫
毛
、
金
飾
、
庇
有
り
と
あ
り
、
糸
毛
車
に
金
飾
を
施
し
た
糸
毛
金
飾
車
も
あ
る
。

糸
毛
車
の
乗
車
身
分
は
、
①
内
親
王
・
三
位
以
上
の
内
命
婦
・
更
衣
以
上
に
限
定
さ
れ
、
③
御
匣
殿
別
当
藤
原
貴
子
、
④
左
褰
帳
麗
子
女

王
、
⑤
前
斎
王
微
子
女
王
、
⑥
女
御
藤
原
安
子
、
⑦
太
皇
太
后
宮
昌
子
内
親
王
、
⑧
尚
侍
藤
原
妍
子
な
ど
、
後
宮
女
官
や
即
位
式
の
褰
帳
を
務

め
る
女
性
、
前
斎
王
、
女
御
、
太
皇
太
后
宮
な
ど
で
あ
る
。
京
樂
真
帆
子
は
、
糸
毛
車
よ
り
も
檳
榔
毛
車
の
ほ
う
が
格
が
高
い
と
述
べ
て
い

る(11
)。

だ
が
、
糸
毛
車
は
『
延
喜
式
』
で
は
内
親
王
・
三
位
以
上
の
内
命
婦
・
更
衣
以
上
に
限
定
し
、
な
お
か
つ
禁
断
の
対
象
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
格
の
高
さ
は
檳
榔
毛
車
よ
り
も
勝
る
牛
車
と
い
え
る
。

な
お
、
糸
毛
車
は
藤
原
忠
平
（
八
八
〇
～
九
四
九
）
の
青
糸
毛
車
が
著
名
で
あ
る
が
、
同
時
代
に
そ
の
名
称
は
み
ら
れ
な
い
。
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３
，
檳
榔
毛
車

①
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
③
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成

６

西
宮
記

六

大
永
本
第
四
～
第
九
』（
九
七
頁
）

「
上
皇
乗
二
御
車
一
檳
榔
前
朱
雀
院
初
出
二
大

内
一
之
時
乗
二
金・
飾・
檳・
榔・
一

」

②
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
④
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
四
月
二
十
八
日
条

「
従
車
八
両
、
檳・

榔・

毛・

六
両
、
其
一
両
金・

飾・

、
板・

車・

二
両
、」

③
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
⑤
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
十
月
二
十
八
日
条

「
与
二
前
斎
王

（
微
子
女
王
）

一
立
二
車
二
条
路
一
見
物
、
庇・

差・

・
金・

作・

各
一
両
、
檳・

榔・

毛・

五
両
、
板・

車・

二
両
、」「
次
糸・

毛・

无・

庇・

車・

二
両
、
檳・

榔・

金・

飾・

二
両
、

同
黒・

作・

七
両
」「
導
駕
二
御
黒・

作・

檳・

榔・

毛・

車・
一
」

④
→
本
章
２
，
糸
毛
車
③
『
吏
部
王
記
』
承
平
二
年
（
九
三
二
）
十
月
二
十
五
日
条

「
次
五
車
之
従
車
十
余
乗
、
左
大
臣
家
有
二
檳・

榔・

車・

六
両
一、
其
一
金・

飾・

、」

⑤
『
小
右
記
』
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
五
月
七
日
条

権
大
納
言
道
頼

（
藤
原
）

使
扶
範
朝

（
讃
岐
カ
）

臣
示
送
云
、
故
関
白

（
藤
原
道
隆
）

御
服
装
束
、
以
二
汝
故
殿
例

（
藤
原
実
頼
）

一
可
レ
為
二
其
規
模
一
者
、
申
二
達
彼
間
事
等
一、
又
云
、
可
レ
用
二

檳・

榔・

毛・

車・
一
否
、
修
理
権
大
夫
安
親

（
藤
原
）

云
、
以
二
檳
榔
一
染
二
鈍
色
一
若
用
二
古
弊
檳
榔
毛
車
一
者
、
余
答
云

（
藤
原
実
資
）

，
染
レ
檳
甚
無
二
便
宜
一、
雖
レ
用
二
古

弊
一
又
以
相
同
、
檳
榔
毛
法
条
之
無
二
所
見
一、
被
レ
用
二
莚
張
一
如
何
、
重
服
莚
張
上
塗
墨
、
雖
レ
不
レ
塗
亦
被
レ
用
二
莚
張
一
冝
欤
、
又
答
報

云
、
所
二
示
送
一
最
上
件
也
者
、

⑤
は
、
四
月
十
一
日
に
薨
去
し
た
関
白
藤
原
道
隆
の
服
喪
期
間
中
の
御
服
装
束
の
問
い
合
わ
せ
で
、
権
大
納
言
藤
原
道
頼
は
、
藤
原
実
資
の

祖
父
で
養
父
で
も
あ
る
藤
原
実
頼
の
薨
去
後
の
規
模
に
准
ず
る
と
し
て
、
そ
の
間
の
事
を
伝
え
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
檳
榔
毛
車
の
使
用
の

問
い
合
わ
せ
も
あ
り
、
修
理
権
大
夫
藤
原
安
親
は
、
檳
榔
を
鈍
色
に
染
め
る
か
古
弊
の
檳
榔
毛
車
を
用
い
る
と
発
言
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
藤
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原
実
資
は
、
檳
榔
を
染
め
る
こ
と
、
古
弊
の
車
を
利
用
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
檳
榔
毛
車
に
関
し
て
の
法
規
は
な
く
、
莚
張
車
の
使
用
を

提
案
し
、
道
頼
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
『
枕
草
子
』（
二
九
段
）

檳び・

榔ら
う・

毛げ・

は
の
ど
か
に
や
り
た
る
。
い
そ
ぎ
た
る
は
わ
ろ
く
見
ゆ
。

⑦
『
枕
草
子
』（
五
七
段
）

よ
き
家い

へ

、
中
門
あ
け
て
、
檳び・

榔ろ
う・

毛げ・

の
車
し
ろ
く
き
よ
げ
な
る
に
、
蘇す

芳は
う

の
下し

た

簾す
だ
れ、

に
ほ
ひ
い
と
き
よ
ら
に
て
、
榻し

ぢ

に
打う

ち

か
け
た
る
こ
そ
め

で
た
け
れ
。

⑦
は
良
い
家
の
象
徴
に
檳
榔
毛
車
を
あ
げ
る
。
檳
榔
毛
車
は
白
く
き
よ
げ
で
、
蘇
芳
の
下
簾
の
匂
い
も
き
よ
ら
か
、
乗
降
に
利
用
す
る
榻
に

牛
車
の
轅
を
置
い
た
姿
は
素
晴
ら
し
い
と
あ
る
。

⑧
→
本
章
２
，
糸
毛
車
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
三
月
八
日
条
「
檳・

榔・

毛・

三
十
両
」

①
金
飾
檳
榔
、
②
檳
榔
毛
六
両
、
其
一
両
金
飾
、
③
檳
榔
毛
五
両
、
檳
榔
金
飾
二
両
、
④
檳
榔
車
六
両
、
其
一
金
飾
、
⑤
檳
榔
毛
車
と
あ

り
、
⑥
檳
榔
毛
車
は
ゆ
る
や
か
に
進
行
さ
せ
る
も
の
で
、
⑦
檳
榔
毛
車
は
白
く
き
よ
げ
な
る
も
の
が
良
し
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
金

飾
檳
榔
、
③
檳
榔
金
飾
、
④
金
飾
、
な
ど
と
あ
る
金
銀
装
車
は
、
元
は
檳
榔
毛
車
に
金
飾
を
ほ
ど
こ
し
た
牛
車
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に

１
，
金
銀
装
車
で
述
べ
て
い
る
。

檳
榔
毛
車
の
乗
車
身
分
は
、
③
④
は
出
車
に
よ
る
車
列
で
あ
り
、
野
田
有
紀
子
に
よ
っ
て
出
車
は
広
く
公
ᷭ
に
分
配
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
さ

れ
て
い
る(12
)。

こ
の
こ
と
か
ら
、
公
ᷭ
が
所
有
す
る
牛
車
の
多
く
が
檳
榔
毛
車
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
⑤
服
喪
中
の
檳
榔
毛
車
の
使
用

可
否
に
つ
い
て
、
権
大
納
言
藤
原
道
頼
が
藤
原
実
資
の
判
断
を
仰
い
で
い
る
こ
と
か
ら
は
、
服
喪
以
外
に
公
ᷭ
が
乗
用
と
す
る
牛
車
が
檳
榔
毛

車
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

な
お
牛
車
に
関
連
し
て
、『
延
喜
式
』（
巻
十
七
、
内
匠
寮
）
24
牛
車
条
は
、
牛
車
の
部
材
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
主
た
る
材
料
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の
檳
榔
毛
を
あ
げ
て
お
ら
ず
、「
毛
料
染
苧
四
十
四
両
」「
染
料
茜
大
三
百
斤
」
な
ど
と
あ
り
、
苧
を
染
め
る
料
が
あ
げ
ら
れ
、
染
料
と
し
て
茜

が
あ
が
っ
て
い
る
。
檳
榔
毛
は
「
白
く
き
よ
げ
な
る
」
も
の
で
あ
る
の
で
、『
延
喜
式
』
の
牛
車
は
糸
毛
を
染
め
る
材
料
を
記
し
た
も
の
で
、

部
材
か
ら
牛
車
の
種
類
を
類
推
す
る
と
、
そ
れ
は
糸
毛
車
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４
，
板
車

①
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
④
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
四
月
二
十
八
日
条

「
檳
榔
毛
六
両
、
其
一
両
金
飾
、
板・

車・

二
両
、」

②
→
本
章
１
，
金
銀
装
車
⑤
『
吏
部
王
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
十
月
二
十
八
日
条

「
庇
差
・
金
作
各
一
両
、
檳
榔
毛
五
両
、
板・

車・

二
両
、」

板
車
は
、
儀
式
に
お
け
る
車
列
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
は
み
ら
れ
な
い
。

５
，
筵
車

①
『
枕
草
子
』（
一
一
七
段
）

侘わ
び

し
げ
に
見
ゆ
る
も
の
（
中
略
）
雨
ふ
ら
ぬ
日
、
張は

り・

筵む
し
ろ
・

し・

た・

る・

車・

。

②
『
小
右
記
』
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
二
月
十
九
日
条

或
者
云
、
大
納
言

（
藤
原
為
光
）

為
先〔

光
〕妻

乗
レ
輦

（
藤
原
伊
尹
女
カ
）

参
内
、
仮
二
名
於
一
条
尼
君

（
恵
子
女
王
）

一
云
々
、
又
大
納
言
乗
二
莚・

張・

車・
一

列〔
到
〕

二
朔
平
門
陣
下
一
云
々
、
件
両
事
可
二

大
奇
一
事
也
、
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②
は
大
納
言
藤
原
為
光
の
妻
が
輦
車
に
乗
り
参
内
し
た
が
、
そ
れ
は
一
条
尼
君
の
名
を
借
り
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
大
納
言
藤
原

為
光
が
筵
張
車
で
朔
平
門
の
陣
の
下
ま
で
到
っ
た
。
宮
城
門
を
通
過
し
て
朔
平
門
に
到
る
に
は
輦
車
宣
旨
や
牛
車
宣
旨
を
必
要
と
し
た
が
、
そ

の
宣
旨
を
蒙
ら
ず
に
「
侵
入
」
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
粗
末
な
筵
張
車
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
な
驚
き
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

③
「
円
融
院
御
灌
頂
記
」『
大
日
本
史
料

第
二
編
之
一
』

第
七
代
僧
正
法
務
寛
朝

付
十
七
人
、

第
三
円
融
法
皇
御
諱
寛
如
、
御
年
卅
、
師
位
法
務
大
僧
正
、
落
飾
後
四
箇
年
、

御
年
二
十
七
、
□
寛
朝
戒
師
、
自
二
堀
川
院
一
移
二
住
円
融
院
一、

右
、
永
延
二
年
三
月
九
日
、
庚
寅
、
星
、

水
、

於
二
東
寺
灌
頂
院
一
授
与
之
、
色
衆
八
十
三
口
之
中
、
僧
綱
三
口
、
色
衆
為
体
、

先
一
日
堂
荘
厳
事

当
日
、
午
刻
、
渡
二
灌
頂
院
一、
支
分（

度
）

沙
汰
了
、
当
日
法
皇

（
円
融
）

御
二
莚・

帳(張
)
・

御・

車・
一、
懸
二
青
色
御
簀
、
下
簾
等
一、
供
奉
御
前
、

自
レ
始
左
大
臣

（
源
雅
信
）

、
ᷭ
十
四
人
、
自
余
散
位
公
達
数
十
騎
、
又
僧
殿
上
、
始
自
二
穆
算
僧
都
一、
阿
闍
梨
内
供
等
数
十
騎
、
是
則
天
台
僧
也
、

東
南
門
閫
外
、
自
二
御
車
一
下
、
御
二
歩
行
一、
自
二
東
室
馬
道
一
出
御
、
入
二

西(御
脱
)院

一、

③
は
、
永
延
二
年
（
九
八
八
）
三
月
九
日
、
円
融
法
皇
が
灌
頂
を
受
け
る
際
、
東
寺
東
南
門
の
外
で
莚
張
車
を
下
り
、
西
院
ま
で
歩
行
し
た

と
あ
る
。
両
部
灌
頂
を
受
け
た
の
ち
は
、
輿
に
乗
っ
て
西
院
に
入
っ
て
い
る
。

④
→
本
章
３
，
檳
榔
毛
車
『
小
右
記
』
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
五
月
七
日
条

以
上
、
莚
張
車
は
①
雨
の
時
に
用
い
る
牛
車
で
あ
り
、
②
密
々
の
行
動
に
も
使
わ
れ
、
③
円
融
法
皇
も
乗
る
こ
と
が
あ
り
、
④
服
喪
期
間
に

用
い
ら
れ
る
牛
車
で
あ
っ
た
。

６
，
網
代
車

①
『
枕
草
子
』（
二
九
段
）
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網あ・

代じ
ろ・

は
は
し
ら
せ
た
る
。
人
の
門
の
前ま

へ

な
ど
よ
り
わ
た
り
た
る
を
、
ふ
と
見み

や
る
程
も
な
く
過す

ぎ

て
、
と
も
の
人
ば
か
り
は
し
る
を
、
誰た

れ

な

ら
ん
と
思お

も

ふ
こ
そ
お
か
し
け
れ
。
ゆ
る
〳
〵
と
久ひ

さ

し
く
ゆ
く
は
、
い
と
わ
ろ
し
。

②
『
栄
花
物
語
』（
巻
一
、
月
の
宴
）

三
月
二
十
六
日

(安
和
二
年
)

に
こ
の
左
大
臣
殿
に
検け

非び

違ゐ

使し

う
ち
囲
み
て
、
宣せ

ん

命み
や
う読

み
の
の
し
り
て
、「
朝
廷

み
か
ど

を
傾か

た
ぶけ

た
て
ま
つ
ら
ん
と
か
ま
ふ
る
罪

に
よ
り
て
、
大だ

宰
ざ
い
の

権ご
ん
の帥そ
ちに
な
し
て
流
し
遣つ

か

は
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
読
み
の
の
し
る
。
今
は
御
位く

ら
ゐも
な
き
定ぢ

や
うな
れ
ば
と
て
、
網あ・

代じ
ろ・

車ぐ
る
ま
・

に
乗
せ

た
て
ま
つ
り
て
、
た
だ
行
き
に
率ゐ

て
た
て
ま
つ
れ
ば
、

③
『
栄
花
物
語
』（
巻
八
、
は
つ
は
な
）

花
山
院
の
御
車
は
金
の
漆う

る
しな

ど
い
ふ
や
う
に
塗ぬ

ら
せ
た
ま
へ
り
。
網あ・

代じ
ろ・

の・

御・

車・

を
す
べ
て
え
も
い
は
ず
造
ら
せ
た
ま
へ
り
。
さ
は
か
う
も

す
べ
か
り
け
り
と
見
え
た
り
。

④
『
小
右
記
』
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
九
月
十
六
日
条

参
内
、
未
三
、
宰
相
乗

（
藤
原
資
平
）

二
車
後
一、
陽
明
門
編・

代・

車・

二
両
立
、
一
両
大
納
言
斉
信

車
、
今
一
両
〔
不
知
〕、

往
古
不
レ
見
事
也
、
一
車
者
立
二
四
条
大
納
言

（
藤
原
公
任
）

一
車
欤
、
今
一
両
立
二

其
下
一、
斉
信

（
藤
原
）

公
任
ᷭ
着
二
直
衣
一
在
二
殿
上
一、
大
納
之〔言

〕公
任

（
藤
原
）

ᷭ
、
参
議
道
方

（
藤
原
）

・
通
任

（
藤
原
）

・
経
通

（
藤
原
）

同
在
二
殿
上
一、
見
二
余
参
入

（
藤
原
実
資
）

一
斉
信
ᷭ
退
、
陽
明

門
車
幷
白
盡〔

昼
〕

殿
上
着
二
直
衣
一
交
二
坐
上
達
部
中
一
等
事
太
奇
恠
由
示
二
公
任
一ᷭ、
答
云
、
極
奇
事
也
、
初
出
居
御
読
経
僧
後
、
々
又
来
二

殿
上
一、
不
レ
知
二
物
情
一
欤
云
々
、

⑤
→
本
章
２
，
糸
毛
車
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
三
月
八
日
条
「
編・

代・

車・

二
両
」

①
は
、
網
代
車
は
疾
駆
さ
せ
る
の
が
良
い
と
さ
れ
、『
枕
草
子
』
の
時
代
に
は
よ
く
見
ら
れ
た
光
景
と
考
え
ら
れ
る
。
②
は
、
源
高
明
が
大

宰
権
帥
と
し
て
下
向
す
る
際
に
網
代
車
に
乗
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
網
代
車
が
利
用
さ
れ
た
の
か
史
料
は
な
く
不
明
で
あ
る
。

③
は
、
花
山
院
が
網
代
車
を
工
夫
し
た
話
で
あ
る
。
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
四
月
二
十
日
に
比
定
さ
れ
る
。
④
は
、
陽
明
門
に
編
代
車
二
両

が
駐
車
さ
れ
て
お
り
、
一
両
は
藤
原
斉
信
の
牛
車
と
判
明
し
、
も
う
一
両
は
藤
原
公
任
の
車
か
と
し
て
い
る
。
藤
原
斉
信
は
直
衣
姿
で
殿
上
に
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お
り
、
藤
原
実
資
が
入
る
様
子
を
み
て
退
出
し
た
。
白
昼
堂
々
、
陽
明
門
に
編
代
車
を
駐
車
す
る
こ
と
や
、
殿
上
で
の
直
衣
姿
は
、
奇
怪
な
こ

と
と
記
主
の
実
資
に
よ
る
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。
⑤
大
原
野
神
社
へ
の
行
啓
に
際
し
て
、
網
代
車
が
出
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
網
代
車
は
、
①
疾
駆
さ
せ
る
の
に
適
し
た
実
用
的
な
車
で
あ
る
こ
と
、
④
公
ᷭ
が
参
内
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た

陽
明
門
に
駐
車
で
き
る
等
級
の
牛
車
で
は
な
い
こ
と
、
⑤
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
儀
式
に
お
け
る
車
列
で
は
出
車
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
な
い
、
な

ど
の
点
は
指
摘
で
き
よ
う
。７

，
唐
車

①
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
二
月
二
十
三
日
条

伝
聞
、
昨
日
僧
正
寛
朝
参
二
観
音
院
一、
乗
二
唐・

車・
一、
前
駆
法
師
・
童
其
数
々
多
、
皆
着
二
綾
羅
一
云
々
、
天
下
之
人
尤
所
レ
驚
レ
奇
、

①
は
、
僧
正
寛
朝
は
観
音
院
へ
唐
車
で
赴
い
た
際
に
、
大
勢
の
法
師
や
童
が
前
駆
と
な
り
、
み
な
綾
羅
を
着
用
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
行
列
に
、
み
な
あ
や
し
み
驚
い
た
と
あ
る
。

②
『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
九
月
十
九
日
条

是
日
也
、
後
太
上
法

（
円
融
法
皇
）

皇
自
二
堀
河
院
一
遷
二
御
円
融
院
一、
公
ᷭ
以
下
布
衣
、
朝
衣
相
交
、
前
駆
僧
十
人
、
皆
著
二
織
物
・
笠
等
一、
列
二
此
中
一、

法
皇
唐・

御・

車・

也
、

②
円
融
法
皇
が
円
融
院
に
遷
御
の
際
、
布
衣
や
朝
衣
の
公
ᷭ
、
織
物
や
笠
を
着
用
し
た
前
駆
の
僧
十
人
ら
が
そ
の
行
列
に
加
わ
り
、
法
皇
は

唐
車
に
乗
っ
た
と
あ
る
。

③
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
三
月
二
十
三
日
条

摂
政
乗

（
藤
原
兼
家
）

二
唐・

車・
一、
新
造

也
、
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③
は
摂
政
藤
原
兼
家
が
、
新
造
の
唐
車
に
乗
車
し
た
記
事
で
あ
る
。

④
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
十
一
月
二
十
二
日
条

新
冠
親
王

（
為
尊
親
王
）

被
レ
参
二
冷
泉
院
一、（
中
略
）
親
王
乗
二
唐・

車・
一、
親
王
着
二

黄
衣
一、

④
は
、
冷
泉
上
皇
の
第
三
親
王
、
為
尊
親
王
が
元
服
後
、
唐
車
で
冷
泉
院
に
参
上
し
た
記
事
で
あ
る
。
為
尊
親
王
の
母
は
、
摂
政
藤
原
兼
家

の
娘
超
子
で
、
こ
の
前
日
、
親
王
は
摂
政
藤
原
兼
家
の
二
条
第
で
元
服
し
て
い
る
。

⑤
『
栄
花
物
語
』（
巻
四
、
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）

さ
て
、
そ
の
年
の
内
に
、
長は

谷せ

寺で
ら

に
詣ま

ゐ

ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。（
中
略
）
院
は
唐か

ら・

の・

御・

車・

に
奉

た
て
ま
つれ
り
。

⑤
は
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
十
月
十
五
日
、
東
三
条
院
藤
原
詮
子
が
長
谷
寺
に
参
詣
し
た
際
に
、
唐
車
に
乗
車
し
た
と
い
う
。

⑥
『
枕
草
子
』（
二
五
九
段
）

御
車く

る
まご

め
に
十
五
、
四よ

つ
は
尼あ

ま

の
車く

る
ま、

一
の
御
車
は
唐か

ら・

車・

な
り
。
そ
れ
に
つ
ゞ
き
て
ぞ
尼あ

ま

の
車く

る
ま、

後し
り

口く
ち

よ
り
水す

い

晶さ
う

の
数ず

珠ゝ

、
薄う

す

墨ゞ
み

の
裳も

、

袈け

裟さ

、
衣き

ぬ

、
い
と
い
み
じ
く
て
、
簾す

だ
れは

あ
げ
ず
、
下し

た

簾す
だ
れも

薄う
す

色
の
、
裾す

そ

す
こ
し
濃こ

き
、
つ
ぎ
に
女
房ば

う

の
十
、
桜さ

く
らの

唐か
ら

衣ぎ
ぬ

、
薄う

す

色
の
裳も

、
濃こ

き
衣ゝ

ぬ

、
香か

う

染ぞ
め

、
薄う

す

色
の
表う

は

着ぎ

ど
も
、
い
み
じ
う
な
ま
め
か
し
。

⑥
は
、
藤
原
道
隆
が
法
興
院
の
積
善
寺
に
お
い
て
一
切
経
供
養
を
行
な
っ
た
も
の
で
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
二
月
に
比
定
さ
れ
る
。
東
三

条
院
藤
原
詮
子
の
お
迎
え
の
た
め
、
藤
原
道
隆
を
は
じ
め
殿
上
人
、
地
下
の
人
々
も
あ
つ
ま
っ
た
。
女
院
の
一
行
は
車
十
五
両
で
、
そ
の
う
ち

四
つ
は
尼
の
車
、
第
一
の
車
に
は
女
院
が
乗
り
、
そ
れ
は
唐
車
で
あ
っ
た
。

⑦
→
２
，
糸
毛
車
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
三
月
八
日
条

「
左
府
着
二
赤
白
橡
表
衣
・
打
桜
下
襲
一、
乗
二
唐・

車・
一
」

⑦
は
左
大
臣
藤
原
道
長
は
唐
車
に
乗
っ
た
と
あ
る
記
事
で
あ
る
。

⑧
『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
二
月
二
十
五
日
条
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又
命
云

（
藤
原
道
長
）

、
檳
榔
太
難
レ
得
、
諸
ᷭ
云
、
用
二
唐・

車・
一
何
如
、
汝
未
レ
関
二
此
儀〔議

〕一
如
何
者
、
答
云
、

（
藤
原
実
資
）

上
古
檳
榔
毛
車
毎
年
不
二
改
調
一、
随
二
損
壊

一
改
替
、
有
二
何
事
一
乎
、
依
二
毎
年
改
張
一、
自
為
二
難
レ
得
物
一、
一
生

〔
至
マ
〕

二
唐
車
一
不
二
甘
心
申
一、（
中
略
）
大
納
言
公
任

(藤
原
)

・
中
納
言
俊
賢

(源
)

合
二
乗
予
車
一
次
、
俊
賢
云
、
唐
車
事
一

日
有
二
斯
議
一、
悉
被
レ
同
二
此
議
一、
而
俊
賢
一
人
不
二
請
申
一、
談
二
公
任

ᷭ
一
云
、
閤
下
心
思
不
レ
被
二
同
申
一
欤
、
而
彼
日
被
レ
同
二
此
事
一
何
如
者
、
大
納

言
云
、
依
二
檳
榔
難
レ
得
一、
所
二
響
応
一
也
者
、
作
二
唐
車
一
之
費
不
レ
可
レ
敢
云
、

⑧
は
、
檳
榔
毛
が
手
に
入
ら
ず
、
諸
ᷭ
は
唐
車
に
し
て
は
ど
う
か
と
言
う
。
こ
の
議
論
に
加
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
藤
原
実
資
は
ど
う
思
う

の
か
、
と
藤
原
道
長
が
聞
い
て
き
た
内
容
で
あ
る
。
藤
原
実
資
は
、
上
古
の
檳
榔
毛
車
は
損
壊
ご
と
に
改
替
し
て
お
り
、
檳
榔
毛
が
手
に
入
ら

な
い
の
は
、
毎
年
改
張
す
る
か
ら
で
あ
る
、
ま
た
唐
車
は
甘
心
し
な
い
と
発
言
し
て
い
る
。
藤
原
実
資
は
大
納
言
藤
原
公
任
と
中
納
言
源
俊
賢

と
を
実
資
の
車
に
便
乗
さ
せ
た
つ
い
で
に
、
二
人
か
ら
そ
の
話
を
聞
い
て
い
る
。
源
俊
賢
は
、
唐
車
に
つ
い
て
は
（
十
二
月
か
）
一
日
に
議
が

あ
り
、
ほ
ぼ
同
じ
議
論
の
う
え
、
源
俊
賢
一
人
が
賛
成
し
な
か
っ
た
と
語
っ
た
。
藤
原
実
資
は
、
藤
原
公
任
に
対
し
て
、
藤
原
道
長
を
慮
り
源

俊
賢
と
同
じ
意
見
に
し
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
先
日
同
意
し
た
こ
と
と
は
何
か
を
質
問
し
た
。
藤
原
公
任
は
檳
榔
毛
が
手
に
入
り
に
く
い
と
い

う
道
長
の
意
見
に
同
意
し
た
ま
で
で
、
唐
車
を
製
作
す
る
費
用
に
ま
で
思
い
至
ら
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

以
上
、
唐
車
は
①
僧
正
寛
朝
、
②
円
融
法
皇
、
③
為
尊
親
王
、
④
摂
政
藤
原
兼
家
、
⑤
⑥
東
三
条
院
藤
原
詮
子
、
⑦
左
大
臣
藤
原
道
長
な
ど

が
乗
っ
た
。
①
寛
朝
は
、
祖
父
宇
多
上
皇
の
も
と
で
修
行
し
た
僧
で
、
父
は
敦
実
親
王
で
あ
る
。
こ
の
と
き
僧
正
の
身
分
で
あ
る
。
②
円
融
法

皇
は
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
八
月
二
十
七
日
に
譲
位
し
た
際
に
、
堀
河
院
に
留
ま
り
、
後
院
の
円
融
院
に
遷
御
の
際
、
唐
車
を
使
用
し
た
。

③
為
尊
親
王
が
元
服
後
に
唐
車
に
乗
っ
て
お
り
、
親
王
は
冷
泉
上
皇
の
子
で
、
摂
政
藤
原
兼
家
の
孫
で
あ
る
。
④
の
ち
唐
車
は
藤
原
兼
家
に

よ
っ
て
新
造
、
自
身
が
乗
用
し
た
。
⑤
⑥
藤
原
兼
家
の
子
で
、
夫
の
円
融
天
皇
に
伴
い
出
家
し
た
東
三
条
院
藤
原
詮
子
も
唐
車
を
使
用
し
て
い

る
。
⑦
藤
原
兼
家
の
子
道
長
も
唐
車
を
使
用
し
た
。
①
②
⑤
⑥
の
事
例
か
ら
、
唐
車
は
僧
正
や
法
皇
、
女
院
な
ど
が
使
用
し
た
が
、
摂
政
兼
家

の
孫
や
摂
政
藤
原
兼
家
、
兼
家
の
子
藤
原
道
長
も
使
用
し
、
兼
家
の
係
累
が
乗
用
す
る
牛
車
と
い
え
る
。
⑧
は
、
藤
原
道
長
が
檳
榔
毛
が
手
に

入
り
に
く
い
状
況
か
ら
唐
車
に
乗
る
こ
と
を
諸
ᷭ
に
提
案
し
た
が
、
源
俊
賢
や
藤
原
実
資
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
京
樂
真
帆
子
は
、

「
長
和
三
年
、
左
大
臣
と
し
て
政
界
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
道
長
は
、
自
ら
の
権
威
を
表
す
た
め
に
、
檳
榔
毛
車
よ
り
も
格
の
高
い
唐
車
に
乗
り
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た
い
」「
自
分
が
左
大
臣
と
し
て
唐
車
に
乗
る
こ
と
を
恒
例
と
し
た
い
と
考
え
た
」
と
述
べ
る(13
)。

し
か
し
な
が
ら
、
藤
原
道
長
が
諸
ᷭ
に
尋
ね

た
理
由
は
、
檳
榔
毛
車
か
ら
唐
車
へ
、
公
ᷭ
が
乗
用
す
る
牛
車
の
型
式
の
変
更
を
持
ち
か
け
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う(14
)。

む
す
び

以
上
、
九
・
十
世
紀
の
牛
車
の
種
類
と
乗
車
身
分
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
一
章
で
は
、
六
国
史
、『
西
宮
記
』、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
み
ら
れ
る
牛
車
に
つ
い
て
、
１
，
金
銀
装
車
、
２
，
糸
毛
車
、
３
，
檳
榔
毛

車
、
４
，
板
車
、
５
，
筵
車
、
６
，
網
代
車
の
六
種
と
、
同
じ
時
期
に
み
ら
れ
る
７
，
唐
車
を
加
え
、
計
七
種
類
の
牛
車
を
抽
出
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

第
二
章
で
は
、
第
一
章
で
導
き
出
し
た
牛
車
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
考
察
し
た
。

１
，
金
銀
装
車
は
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
を
初
見
と
す
る
。
内
親
王
・
孫
王
・
女
御
以
上
に
乗
車
を
許
可
し
て
い
る
。
金
銀
装
車
に
つ
い

て
、
本
論
で
は
檳
榔
毛
車
に
金
飾
の
金
具
を
施
し
た
牛
車
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

２
，
糸
毛
車
は
、
内
親
王
・
三
位
以
上
の
内
命
婦
・
更
衣
以
上
に
限
定
し
、
な
お
か
つ
禁
断
の
対
象
と
な
っ
た
車
種
で
あ
る
。
そ
の
初
見
は

十
世
紀
初
頭
で
あ
る
。

３
，
檳
榔
毛
車
は
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
初
見
の
金
銀
装
車
か
ら
金
飾
金
具
を
取
り
外
し
た
も
の
で
、
牛
車
の
始
源
と
考
え
ら
れ
る
。
服

喪
中
の
檳
榔
毛
車
の
利
用
可
否
の
判
断
か
ら
は
、
公
ᷭ
が
乗
用
し
た
牛
車
が
檳
榔
毛
車
で
あ
っ
た
こ
と
の
有
力
な
材
料
と
な
り
得
る
。
弘
仁
六

年
勅
は
、
本
来
の
主
旨
か
ら
は
ず
れ
、
参
議
に
任
じ
ら
れ
る
と
牛
車
を
製
作
、
乗
用
で
き
る
解
釈
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
筆
者
が
以

前
に
も
指
摘
し
て
い
る(15
)。

４
，
板
車
は
、
筆
者
の
検
討
し
た
史
料
の
範
囲
で
は
、
十
世
紀
半
ば
の
事
例
に
限
ら
れ
、
儀
式
の
車
列
の
み
に
み
ら
れ
る
。
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５
，
筵
車
は
、
雨
の
場
合
の
ほ
か
、
密
々
の
行
動
や
法
皇
も
乗
る
こ
と
が
あ
り
、
服
喪
期
間
に
用
い
ら
れ
る
牛
車
で
あ
る
。
そ
の
初
見
は
、

十
世
紀
末
で
あ
る
。

６
，
網
代
車
は
、
き
わ
め
て
実
用
的
な
車
で
あ
る
。
参
内
の
た
め
に
公
ᷭ
が
網
代
車
を
使
用
す
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
公
ᷭ
が
参
内

に
利
用
す
る
陽
明
門
に
駐
車
で
き
る
牛
車
で
も
な
い
。
そ
の
初
見
は
十
世
紀
末
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
儀
式
の
車
列
に
出
車
さ
れ
て
き
た
こ
と
も

な
い
車
種
で
あ
る
。

７
，
唐
車
は
、
僧
正
や
法
皇
、
女
院
な
ど
が
使
用
し
、
親
王
、
摂
政
藤
原
兼
家
、
藤
原
道
長
も
使
用
し
た
。
そ
の
初
見
は
九
八
五
年
で
、
十

世
紀
末
で
あ
る
。

筆
者
の
考
察
に
よ
り
牛
車
の
車
種
は
、
九
世
紀
初
頭
に
金
銀
装
車
（
檳
榔
毛
車
）、
十
世
紀
初
頭
に
糸
毛
車
、
十
世
紀
半
ば
に
板
車
、
十
世

紀
末
に
筵
車
・
網
代
車
・
唐
車
の
順
に
登
場
し
た
こ
と
に
な
る
。

註

(1
)
佐
伯
有
清
「
貴
族
と
農
民
と
牛
」（『
牛
と
古
代
人
の
生
活
』
至
文
堂
、
一
九
六
七
年
）
一
六
八
～
九
頁
。
遠
藤
元
男
「
牛
車
の
時
代
」（『
路
と
車
』
日

本
人
の
生
活
文
化
史
五
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
〇
年
）
五
二
～
七
三
頁
。
倉
田
実
「
平
安
貴
族
の
乗
り
物
」
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
編
『
平
安
時
代
の
信

仰
と
生
活
』（
至
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
一
二
一
～
七
頁
。
加
藤
友
康
「「
く
る
ま
」
の
比
較
史
」（『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
Ⅵ

文
化
と
技
術
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）
九
四
～
六
頁
、
同
「
日
本
古
代
の
牛
車
と
荷
車
」（『
車
』
東
京
大
学
公
開
講
座
六
八
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）

一
九
二
～
三
頁
、
同
「
日
本
古
代
に
お
け
る
交
通
・
輸
送
と
車
」（『
古
代
交
通
研
究
』
一
三
、
二
〇
〇
三
年
）
六
一
～
三
頁
。
石
坂
妙
子
「
平
安
時
代
の

交
通
手
段
―
輿
車
・
馬
・
船
―
」（
倉
田
実
・
久
保
田
孝
夫
編
『
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学

７

王
朝
文
学
と
交
通
』
竹
林
舎

二
〇
〇
九
年
）
一
二
〇

頁
。
櫻
井
芳
昭
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史

160

牛
車
』（
法
政
大
学
出
版
局

二
〇
一
二
年
）
二
二
～
三
三
頁
。
京
樂
真
帆
子
「
平
安
京
に
お
け
る
牛
車

文
化
―
ミ
ヤ
コ
を
走
る
檳
榔
毛
車
―
」（
仁
木
宏
編
『
日
本
古
代
・
中
世
都
市
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
京
樂
真
帆
子
『
牛
車
で
行
こ
う
！

平

駒沢史学93号（2019) 38



安
貴
族
と
乗
り
物
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
）
六
～
七
頁
。

(2
)
遠
藤
元
男
は
、
十
～
十
二
世
紀
の
牛
車
の
検
討
を
試
み
、
檳
榔
毛
車
は
九
三
〇
年
以
後
と
す
る
点
は
、
筆
者
の
考
察
と
異
な
る
。
註
（
1
）
前
掲
論
文
。

(3
)
渡
辺
直
彦
「
蔵
人
方
行
事
と
輦
車
宣
旨
」（『
増
訂
版

日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
五
八
九
頁
。

(4
)
渡
辺
直
彦
前
掲
論
文
註
（
3
）「
蔵
人
方
行
事
と
輦
車
宣
旨
」、
中
村
義
雄
「
輦
車
入
ら
し
め
よ
―
輿
と
輦
車
と
牛
車
と
―
」（『
陽
明
叢
書
国
書
篇

源

氏
物
語
』
月
報
９
、
一
九
八
一
年
）。
拙
稿
「
輦
車
宣
旨
に
つ
い
て
」（『
史
学
論
集
』
二
一
号
、
一
九
九
一
年
）。
法
政
大
学
延
喜
式
攷
究
会
「
延
喜
雑
式

の
研
究
」（『
延
喜
式
研
究
』
七
号
、
一
九
九
二
年
の
う
ち
、
齋
藤
融
執
筆
部
分
「
一
輦
車
条
・
乗
車
条
―
付
・
キ
サ
キ
に
つ
い
て
―
」）
四
五
～
六
頁
。
西

本
昌
弘
「
建
部
門
参
向
者
交
名
を
め
ぐ
る
憶
説
」（『
日
本
古
代
の
王
宮
と
儀
礼
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）
一
四
八
～
五
四
頁
。

下
向
井
龍
彦
「
徒
歩
の
実
資
、
乗
車
の
実
資
―
『
小
右
記
』
長
和
二
年
二
月
十
二
日
条
か
ら
―
」（『
日
本
歴
史
』
七
一
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）
四
〇
～
一

頁
。
佐
藤
宗
諄
先
生
退
官
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
親
信
卿
記
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、「
55

輦
車
宣
旨
」（
柴
田
博
子
執
筆
部
分
）
二

二
八
～
三
〇
頁
。

(5
)
安
田
政
彦
「
平
安
時
代
の
式
部
ᷭ
」（『
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）
二
三
九
～
五
二
頁
。

(6
)
拙
稿
「
平
安
前
期
の
牛
車
と
官
人
統
制
」（『
日
本
歴
史
』
七
八
三
号
、
二
〇
一
三
年
）
五
～
八
頁
。

(7
)
八
木
書
店
、
一
九
九
五
年
。

(8
)
野
田
有
紀
子
は
、
出
車
は
元
は
公
ᷭ
か
ら
出
さ
れ
た
車
の
意
で
、
朝
廷
の
公
的
な
儀
式
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
際
し
て
、
乗
る
女
性
の
身
分
に

応
じ
た
車
な
ど
が
公
卿
、
殿
上
人
、
諸
大
夫
に
分
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
「
行
列
空
間
に
お
け
る
女
性
―
出
車
を
中
心
に
―
」（『
古
代
文
化
』
五

六
―
五
、
二
〇
〇
四
年
）
四
～
五
頁
。

(9
)
『
栄
花
物
語
』（
巻
一
、
月
の
宴
）。

(10
)
先
に
掲
げ
た
④
⑤
の
車
列
か
ら
は
、
あ
る
程
度
の
牛
車
の
等
級
付
け
が
で
き
る
。
④
の
庇
差
車
―
檳
榔
毛
車
六
両
（
う
ち
一
両
金
飾
）
―
板
車
の
車
列

は
、
庇
差
車
は
即
位
式
に
関
わ
る
褰
帳
の
麗
子
女
王
が
乗
車
し
て
お
り
、
檳
榔
毛
車
六
両
と
板
車
二
両
は
そ
の
従
車
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
④

檳
榔
毛
車
六
両
の
う
ち
一
両
は
金
飾
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
飾
の
檳
榔
毛
車
は
「
金
銀
装
車
」
と
「
檳
榔
毛
車
」
の
双
方
に
属
す
も
の
で
、
乗
車
の
身
分

に
よ
っ
て
は
位
置
づ
け
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
庇
差
車
―
檳
榔
毛
車
・
板
車
の
車
列
の
順
は
、
乗
車
の
身
分
の
高
い
順
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
牛
車
の

等
級
も
示
し
て
い
る
。
車
列
の
順
が
牛
車
の
等
級
を
示
す
点
は
、
⑤
庇
差
車
・
金
作
車
―
檳
榔
毛
車
・
板
車
も
同
様
で
、
庇
差
車
と
金
作
車
は
檳
榔
毛
車
・

板
車
よ
り
上
位
に
位
置
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
金
作
車
と
檳
榔
毛
車
は
、「
金
銀
装
車
」
と
「
檳
榔
毛
車
」
で
あ
り
、「
金
銀
装
車
」
が
も
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と
は
檳
榔
毛
車
に
金
飾
を
施
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
同
位
の
位
置
に
あ
る
牛
車
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
金
作
車
に
は
重
明
親
王
が
乗
っ
た
こ
と
か
ら
、

金
作
車
は
檳
榔
毛
車
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
と
み
る
。
ま
た
⑤
は
村
上
天
皇
の
御
禊
の
従
車
だ
が
、
糸
毛
無
庇
車
―
檳
榔
金
飾
―
檳
榔
黒
作
の
等
級
が
あ

る
と
み
ら
れ
る
。

(11
)
京
樂
真
帆
子
註
（
1
）
前
掲
論
文
、
八
七
頁
。

(12
)
野
田
有
紀
子
註
（
8
）
前
掲
論
文
、
四
～
七
頁
。

(13
)
京
樂
真
帆
子
註
（
1
）
前
掲
論
文
、
九
〇
～
一
頁
。

(14
)
そ
れ
よ
り
以
前
、
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
閏
十
月
二
十
七
日
、
大
嘗
会
御
禊
に
お
い
て
皇
太
后
宮
の
女
房
が
乗
車
し
た
唐
車
三
両
は
、
そ
れ
ぞ
れ
藤

原
道
綱
・
藤
原
頼
通
・
藤
原
教
通
が
出
車
し
て
い
る
。
藤
原
隆
家
ら
が
出
車
し
た
車
も
含
め
た
六
両
の
車
に
つ
い
て
、『
御
堂
関
白
記
』
同
日
条
に
は
「
件

六
車
其
様
雖
レ
似
二
例
車
一、
甚
以
奇
恠
、
風
流
非
二
以
レ
詞
可
レ
云
一、
所
レ
未
レ
見
也
、
目
耀
心
迷
、
非
レ
可
二
書
記
一
」
と
あ
る
。
藤
原
道
長
は
、
六
両
の
車
は
い

つ
も
の
車
に
似
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
風
流
さ
に
は
言
葉
も
見
つ
か
ら
ず
、
書
き
記
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
記
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
唐
車
を
含
む
牛
車
に
、

心
を
奪
わ
れ
た
心
情
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
三
月
十
四
日
条
の
記
事
に
よ
る
と
、
美
濃
守
藤
原
泰
通
の
妻
小

式
部
が
下
向
の
際
、
唐
車
を
給
し
て
い
る
。
藤
原
道
長
が
唐
車
に
心
奪
わ
れ
て
以
来
、
藤
原
実
資
ら
に
唐
車
へ
の
型
式
の
変
更
を
持
ち
か
け
た
り
、
国
司

の
妻
の
下
向
に
唐
車
を
給
す
る
な
ど
し
て
い
る
が
、
唐
車
の
製
作
は
費
用
の
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

(15
)
拙
稿
註
（
6
）
前
掲
論
文
、
三
頁
。
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